
第３ 園芸支援（産地再生） 

1 補助対象および補助率 

2 事業実施主体 

（１）リノベーション型については、生産部会、産地協議会、営農集団、農業協同組合、市町、市

町等が出資する法人等とする。 

（２）継承型については、ハウス・設備の所有者又は、ハウス・設備を譲渡又はリースされる者と

する。 

3 採択要件および事業内容等 

（１）リノベーション型 

ア 生産力の低下がみられる農業用ハウスおよび栽培設備を改修する場合に、必要とする資

材や施工等に対して補助する。 

イ 事業終了後は 5 年以上補助対象施設・設備が継続して園芸作物の生産に使用されるこ

と。 

（２）継承型 

ア 後継者不在のハウスの有効活用を目的とし、農業用ハウスおよび栽培設備を改修する場

合に、必要となる資材や施工等に対して補助する。 

イ 事業の対象となるハウス・設備が３年以内に認定農業者、認定新規就農者、営農集団等

に譲渡又はリースされる計画があること。 

ウ 継承後又はリース後は、5 年以上補助対象施設・設備が継続して園芸作物の生産に使用

されること。 

4 成果目標 

（１）本事業の目標年度は、事業実施年度を１年目として、3年目とする。 

（２）成果目標はそれぞれ以下の通りとする。 

ア リノベーション型 

補助対象 事業費 補助上限 補助率 

・ハウス（ガラス温室、鉄骨ハウス、低コスト対候性ハウス 等）

の鋼材等の改修 

・ハウスの被覆資材の張替（但し、ハウスの本体の改修を行っ

た場合に限る） 

・果樹棚の改修（省力樹形棚を含む） 

・遮光カーテン、ヒートポンプ等の栽培設備の導入（但し、ハウ

ス改修と一体の場合のみ実施可） 

・上記の施工に要する経費（基盤整備費、処分費を含む） 

・その他目的達成に必要とされるもの 

※法定耐用年数が経過しているハウスや設備を対象としたも

のに限る。 

3,000 千円 

～ 

4,000 千円 1/3 以内 

だだし市町は

義務負担

（1/6 以内）と

する。 


